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１．はじめに 
平成１１年９月３０日に発生したウラン加工工場における臨界事故を契機とし

て、「原子力施設の安全性向上には原子力事業者の一層の自主努力と相互協力が

必要」との気運が高まり、東海村、大洗町、鉾田市及び那珂市に所在する１８（発

足時２１）の原子力事業所が「原子力事業所安全協力協定（通称、東海ノア協定）」

を締結した。この協定の中に、平常時における協力活動の一つとして、加盟事業

所が行う自主保安に係る点検協力活動が定められている。 

本報告書は、平成２３年１１月２５日に、株式会社ジェー・シー・オー東海事 

業所を対象に実施した「平成２３年度第２回自主保安点検協力活動」の結果をま 

とめたものである。実施にあたっては、事前に点検協力実施者からの質問事項を 
事業所側へ提示し、それに対する回答を作成する等の準備を経た後、事業所を訪 
問し、点検を実施した。 
今回実施した点検協力活動が、対象事業所において安全管理活動の一層の向上 

に役立てられるとともに、加盟事業所全体の自主保安管理の向上に役立つことを 

期待したい。 
   平成２３年度第２回自主保安点検協力活動 点検協力実施者 

       原子燃料工業株式会社東海事業所核燃料取扱主任者 湯浅敬久氏 

       積水メディカル株式会社業務部管理グループ    渡邉太郎氏 

       ニュークリア・デベロップメント株式会社 

安全管理室放射線管理グループ長 阿部正幸氏 

 

２．自主保安点検協力活動の概要 
東海ノア協定加盟の各原子力事業所においては、法令、所内の規定等に基づき、

ハード面及びソフト面からの、常に自主的な保安点検活動が実施されている。 
東海ノアにおける自主保安点検協力活動は、加盟事業所の協力を得つつ、点検 
対象の事業所へ安全担当実務者で構成したチームを派遣し、質疑応答並びに現場

の確認等を行い、対象事業所における自主保安活動の状況を第三者の立場から把

握し、点検を実施するものである。そのねらいは、点検結果が対象事業所におい

て安全管理活動の一層の向上に役立てられるとともに、良好事例等については、

これを他の事業所へ紹介することにより、加盟事業所全体の自主保安管理の向上

を期待するものである。 
本活動は、平成１２年度より開始され、平成１８年度までに全加盟事業所の点 

検が終了した。平成１９年度から、実施要領を一部改正し、事業所と点検協力実

施者とのテーマを絞った意見交換に重点をおいた活動を行うことで、事業所の保

安管理、安全管理の向上に役立てる活動を行っていくこととなった。 
今回の活動は、原子燃料工業株式会社東海事業所、積水メディカル株式会社、

ニュークリア・デベロップメント株式会社の協力を得て実施した。 
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３．株式会社ジェー・シー・オー 東海事業所の概要 
  株式会社ジェー・シー・オーの親会社である住友金属鉱山株式会社は、１９５

７年から新しいエネルギー源として原子力平和利用のため、核燃料の製造技術の

研究開発につとめ、独自の溶媒抽出法により、六フッ化ウランから、二酸化ウラ

ンへの転換技術を開発した。同社は、１９６９年８月に住友金属鉱山株式会社核

燃料事業部として、転換加工事業の許可を受け、１９７３年２月に東海工場が完

成し、同年３月に操業を開始した。 
  事業の進展に伴い、１９７９年１２月に日本核燃料コンバージョン株式会社と

して事業継承し、１９８３年４月に第２加工施設棟が完成した。 
  また、事業拡大を目的として１９９８年８月に、株式会社ジェー・シー・オー

に名称変更した。 
  １９９９年９月３０日、臨界事故を起こし、２０００年３月には、加工事業許

可が取り消され、使用許可に移行した。同年９月には、この許可に基づき、ウラ

ンの搬出を完了し、炉規法施行令１６条の２非該当施設となった。現在同社にお

いては「施設の安全管理」、「固体廃棄物の安全管理」の業務が行われている。

また、同社は２００３年４月に再転換事業再開の断念を発表した。これにより再

転換加工施設は閉止措置とし、六弗化ウラン加熱装置はＩＡＥＡと文部科学省と

の保障措置対象となっている。 
  本東海事業所は敷地面積約１５４，０００㎡、主な施設として、第１～第３管 

理棟及び事務棟等があり、３７名の従業員（嘱託員及びパートを含む。うち３２ 

名が放射線業務従事者）で前述の業務を行っている。 

保安管理・安全管理の体制としては、業務の効率化とスリム化を図り、２００ 

５年に総務部の廃止、２０１０年に施設安全管理部の廃止が行われ、現在は安全 

管理グループ、施設管理グループ、総務グループの３グループ体制としている。 

また、２０１１年に新たにクリアランスプロジェクト本部とクリアランス準備室 

を設置した。 

 
４．自主保安点検協力活動の結果 
  株式会社ジェー・シー・オーにおける自主保安点検協力活動としては、平成１ 
５年７月に実施して以来２回目となる。 

  今回の活動では、（１）安全確保のための基本的考え方、（２）安全管理年度

計画と安全文化の醸成、（３）安全管理・保守管理、（４）緊急時体制等、（５）

前回提案事項への対応状況の５項目について意見交換し、以下に記載する考え方

及び取り組み状況を確認した。 
  活動は、対象事業所業務概況の説明及び点検シートのうち放射性廃棄物等の管

理についての質疑、巡視確認施設（第２管理棟、第３固体廃棄物保管棟）を巡視

した後、点検シートに基づき意見交換を行った。 
 
４．１ 安全確保のための基本的考え方 
（１）安全管理基本方針 
    安全管理の基本方針として、今後の企業活動の在り方を示すため、『企業行 

動計画』を２０００年２月に定め、公表している。この計画では、基本方針と 
して「安全確保を第一に地元を含む社会に対する企業の責任を適切に果たして 
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いく」ことを定めている。また、２００３年に定めた『ＪＣＯ行動指針』に「絶 
対安全、絶対無事故」と「基本を大切に、基本を守る」を掲げている。 

 

４．２ 安全管理年度計画と安全文化の醸成 

（１）安全管理計画 

    安全管理計画は「2011年目標」及び「事業所安全衛生管理目標」を定め、活 

動を行っている。『年間目標』に「無事故無災害の達成」を掲げ、年間安全衛 

生環境管理目標を全所、各職場で具体化し、計画的に取り組んでいる。また、 

『年間目標』は、年初めの朝礼で社長より直接社員に周知し、社員全員にカー 

ドとして携帯させるとともに、社長からの訓話の内容も含めて社員心得 1とし 

て社員全員に配布している。 

年間安全衛生環境目標に基づく実施状況は、毎年安全衛生委員会（会社側と 

組合側との半数で構成）にて評価し、次年の目標立案に際しての要素の一つと 

している。２０１１年の活動については、安全監査・安全巡視結果の活用や事 

業場トップや様々な管理監督者による作業観察など、より多角的な観点から諸 

作業のチェックを行うとともに、日常の健康管理の徹底も新たに盛り込んでい 

る。 

（２）安全文化の醸成 

安全文化の醸成活動は、活動の方針（位置付け、基本的な考え方）について 

取締役会で討議し、安全確保と信頼回復のために、『ＪＣＯにおける全ての活 

動の中心』に据えて取り組むことを確認した。 

安全文化の醸成活動の目標とする状態を社内全体で審議し『安全文化が根付 

いた状況』として９項目を設定している。この９項目の安全文化が根付いた状 

況に近づくために、毎年、『安全文化醸成活動の具体的取組み事項』を設定し 

て活動している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．３ 安全管理・保守管理 

（１）事業所規則の制定・改定等の管理 

関係法令の制定改廃情報は、インターネットによる情報収集のほか、法規制 

情報の専門会社と提携し、最新の情報を入手可能とするとともに、担当者を定 

め関連する情報を入手し、毎月開催しているリスクマネジメント委員会におい 

健康管理徹底のための掲示物：じん肺健康診断の実施について 
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てチェックしている。 

改定に際しては、社内伺い（いわゆる稟議書）を経て規程類の改訂を行い、 

「ＪＣＯ規程集」データベースに登録して周知するとともに、必要に応じて 

安全衛生委員会または定期教育等で徹底を図っている。 

  規程類改正の例としては、地震発生時の対応要領の改正があり、従来、水戸 

中央、水戸金町、東海の震度により点検結果報告を実施していたものを東海の 

震度による点検結果報告としたものが挙げられる。 

（２）施設の保守・安全管理 
安全管理体制は、「安全衛生管理規程」に「安全衛生管理者は労働災害、事 

故及びヒヤリ・ハットが発生した場合には、『類似災害防止活動要領』に従い、 
原因の調査、問題点の把握及び改善を行う。」と定めている。 
 ヒヤリハットは危険度により重大、中、小に分類し、重大のものは水平展開 
を実施、中のものは安全衛生委員会に報告し所属員に周知、小のものは現場内 
回覧等で所属員に周知する。これは、安全衛生委員会で奨励する安全カード（Ｋ 
Ｙカード、指示・指導カード）に所属員が記入したものを事務局で集計し安全 
衛生委員会に報告される。 
各グループでの検討結果は、安全衛生委員会事務局が集約し、安全衛生委員 

会等を通じて全員に周知される。 
  過去災については、職場単位で定期的に確認している。 
①安全衛生活動及び事故の未然防止活動 
 非定常の作業は、安全衛生係員（職場長クラス）の作成する「作業指示書： 
非定常作業」や安全衛生係員の確認を受けた「作業指示ＳＴＫ」を用いて、始 
業ミーティングの中で作業手順や安全上の注意事項等を周知している。 
 ＯＳＨＭＳでのリスクアセスメントで、作業のリスクを全て洗い出し、評価 
し、レベルに応じて対策を実施することとしている。このリスクにはヒューマ 
ンエラーの発生が含まれ、ＯＳＨＭＳにより発生が予想される箇所の検討とソ 
フト、ハードを含めた防止対策を講じる体制を整えている。このヒューマンエ 
ラー防止活動結果は手順書に反映され、関係者に対して周知、教育が実施され 
る。ＩＳＯ14000 の認証取得はないが、これに近い形でＰＤＣＡを回し実施し 
ている。 
②安全パトロール 
安全衛生委員会パトロール（月１回）、役員保安巡視（月１回）、東海地区 

安全担当者情報交換会（３社）の相互巡視（月１回）、親会社による安全監査 

（年１回）等により法令順守状況も確認している。指摘事項については、フォ 

ローアップシートを作成して担当部門と対応期限、対応内容を明らかにし、対 

応が完了するまで確実にフォローしている（毎月安全衛生委員会で確認）。 
（３）教育訓練・理解度の確認、従事者の資格管理等について 

    教育訓練については、使用許可申請書、保安規則、核物質防護規則、防火管 

  理規程等に定められており、一般労働安全に関する教育、従業員のモラルの維 

持・向上を図るための倫理教育及び核燃料物質を取り扱うための臨界安全、被 

ばく管理、汚染管理に関する教育を実施すると共に、災害拡大防止を考慮し 
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た防災訓練や避難訓練等を実施することとしている。 

 教育訓練の詳細内容については、年度ごとに『教育訓練計画』を策定し、そ 

れに従い実施している。教育訓練ごとの講師や受講対象者は、年度ごとに一覧 

表を作成して明らかにしている。 

 放射線業務従事者を対象とした教育については、繰り返し教育によって安全 

意識の徹底を図ることを基本方針とし、臨界安全に関する教育を２回／年、被 

ばく管理、汚染管理に関する教育を４回／年、計画・実施している。教育内容 

については適宜見直し等を行い、必要に応じて写真や図を多用したり、サーベ 

イメータ操作の実技指導を行ったりするなど、理解度が深まるよう工夫してい 

る。 

 交替勤務等による教育未受講者に対しては、録画ビデオによるフォローを行 

い、全員が受講できるように対応している。また、全員の受講がなされている 

かの確認も実施している。 

 各職場において、各職場の作業に直接関係した安全教育を実施している他、 

工事業者の安全教育を実施している。 

 実施した教育訓練の理解度を確認するため、終了後にはペーパーテスト（無 

記名）を行い、正解率の悪かった問題については、各講師が次回の教育で重点 

的に説明するようにするなどしてテストの結果をフィードバックするようにし 

ている。 

 放射線管理区域で就労する従事者の管理については、従事者、常駐外注業者、 

臨時立入者のいずれの者も、核物質防護規則に定めた手続きを行い許可を得る 

こととしている。 

（４）放射性廃棄物等の管理 

   施設としては、第１種管理区域が５棟、第２種管理区域が７棟有る。環境保 

全設備として気体排気設備、液体廃棄設備、放射線管理設備を有しており、維 

持管理を行っている。排水は地下埋設配管により敷地から７㎞離れた太平洋へ 

放水している。地下埋設配管は定期的な圧力保持検査及び村の排水監視会によ 

る定期的な立ち会いを受けている。また、固体廃棄物は分類別（金属、可燃物、 

焼却灰等）毎に廃棄物倉庫で保管管理されている。排気設備は連続運転してお 

り、長期休暇などの際にはエアスニファーの空気中濃度が十分低いことを確認 

した上で運転を停止している。 

   ウラン廃棄物の許可能力は１２，１００本であるが、９月３０日現在で８， 

０１３本保管廃棄している。この他に酸化ウラン（分析用標準試料）４㎏を保 

有している。 

 ドラム缶容器は計画的にメンテナンスを行っており、１巡目で約８，０００ 

本のメンテナンスを終了し、現在２巡目で約４，０００本のメンテナンスを終 

了した。 

 一方、文部科学省において２００９年１２月から翌年６月にかけてウラン取 

扱施設におけるクリアランス制度導入の審議が行われた。その中で２０１０年 

２月に現地調査が行われ、ＪＣＯにおけるクリアランスに向けた取組を説明し 

ている。 
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詰替え等で不要になったドラム缶のうち腐食等で再使用できないものは、除 

染（ブラスト除染装置）、プラズマ切断し、電離イオン測定によりクリアラン 

スレベル及び管理区域外持ち出し基準を満足していることを確認したうえで、 

専用容器に収納し（１トン以内）クリアランス候補品として一般物とは区別し 

て保管管理している。 

 東日本大震災以降、３段または４段に積み上げているドラム缶の最上段を固 

縛するなどの措置をとっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．４ 緊急時体制等 

緊急時の対応については、東日本大震災の反省点から備蓄品の見直しを行い、 

同じ敷地内にある日本照射サービス㈱（ＪＩＳＣＯ）、住友金属鉱山㈱エネルギ

ー・触媒・建材事業部技術センター（ＴＲＣ）間で調整中である。また、「非常 

事態発生時の対応骨子」の作成にも取り組んでいる。なお、備蓄品の見直しに際 

しては、ライフライン復旧に要する期間として、電気・通信は３日、水道は７日 

とし、ガソリンは２週間程度不足するものと想定した。 

非常時には、震災前から全社員により事故対策本部が構成されることとしてい

る。 

訓練については、県の通報訓練（同じ敷地内にある日本照射サービス㈱、住友

金属鉱山㈱エネルギー・触媒・建材事業部技術センターへの協力を含む）を含め

て計５回の訓練を計画・実施しており、訓練後に反省会を実施し、次回の訓練に

反映している。 

    

４．５ 前回提案事項（平成１５年７月１０日）への対応状況 

（１）前回提案事項 

 

品質保証体制は、現在、生産活動を行っていないため、そのための品質保証

体制は、無いとのことであるが、管理区域の維持管理、ウラン廃棄物の安全

管理としての廃棄物の除染・減容処理等の業務は行っている。このため、こ

れら施設の運営に関して一層の安全を確保する面からも、何らかの形での品

質保証体制の明記が必要と思われる。現在、核燃料物質使用施設等の保安規

定においても、品質保証計画（監査組織及び品質保証計画）の条項が盛り込

 クリアランスのためのブラスト除染装置 

 

ブラスト済み輪帯専用容器 
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まれようとしている状況であるので、将来的には品質保証体制を「核燃料物

質の使用にかかる保安規則」等において反映されることが望まれる。 

 

（２）要領変更による事前確認(H23.6.6) 

   自主保安点検協力活動実施要領の変更に伴い確認した結果は以下のとおり。 

［事業所回答］ 

ご指摘の内容及び幣所の今後の運営状況を勘案して、今後２年程度を目 

途に品質保証体制を整備する計画としている。 

（３）今回確認結果 

  ◎自主保安点検協力活動実施日当日時点では、「核燃料物質の使用にかかる 

   保安規則」等において反映されていなかったため、引き続き提案事項とす 

る。 

 

５．対象事業所の感想等 

（１）感想 

   今回の自主保安点検協力実施者の感想等を次に述べる。 

   ・廃棄物の保管状況や緑化など作業環境に注意を払っていることが感じとれた。 

・廃棄物の固縛方法については、４段積みの上部を固縛しているが、例えば、 

一番上にもパレットを乗せて縦方向に固定するなどのより良い管理が望ま 

れる。 

（２）良好事例 

・法令関係のデータ提供収集は、常に新しいものを検索して情報を入手してい 

るので、必要なものの抜け落ち防止が可能であり、良いシステムである。 

・安全に対する活動が実施されており、中でもクレーン作業や機器測定作業に 

ついては、資格認定証を掲示しており、素晴らしいと思う。 

・安全衛生委員のワッペンを付けて作業に従事しており、自覚を持たせるとい 

う意味で良い方法と思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資格認定証の掲示 

安全衛生委員ワッペン 
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６．おわりに 

自主保安点検協力活動実施要領が一部改正され、事故・トラブルの発生防止の

取り組み及び意見交換を重視した取り組みとした。当日はまず、会社概要の説明

を受けた後、施設巡視を行い、安全管理及び整理整頓の状況等を確認した。対象

事業所側の準備が十分であったため、事前質問に対する回答の質疑応答、書類の

確認及び意見交換と効率よく自主保安点検活動を実施することができた。 
今回の点検において、積極的に対応頂いた、点検協力実施者及び株式会社ジェ

ー・シー・オー東海事業所の関係者の方々に感謝いたします。 
以 上 

廃棄物保管状況 

廃棄物固縛方法  
 


